
 

請願・陳情 文書表 

    

８・２臨   陳情第５４号 

受 付 年 月 日 ８． ４．１７ 付 託 委 員 会 子育て文教 

提  出  者 
●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●● ●● 

紹 介 議 員  ― 

提 出 者 か ら の 説 明 希 望 の 有 無 有 ・ 無 
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（件 名）  

 官民・デジタル技術連携による不登校児童生徒及び保護者への包括的支援とフリースクール等

利用助成制度の検討について 

 

（要 旨） 

 現在、旭川市における不登校児童生徒数は１，０００人を超え、極めて深刻な状況にある。市

は、いじめ防止対策推進部を設置するなど、先進的な体制を整備しているが、令和５年度におけ

る市長部局への不登校相談数が９９人にとどまっていることから、多くの家庭が公的支援につな

がらないまま孤立し、見えない不登校となっている実態が懸念される。 

 不登校は、児童生徒本人の学びの機会の喪失にとどまらず、支える保護者の精神的・経済的負

担にも直結する構造的な課題である。近隣自治体や他都市においては、民間施設利用への助成や

デジタル技術の活用による見守り・相談支援が進みつつある。 

 旭川市においても、既存の支援体制を基盤としながら、民間資源及びデジタル技術を活用し、

一人も見捨てない支援体制の構築を図るため、以下の事項について段階的な導入及び実証を含め

た検討を求める。 

以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 経済的理由により児童生徒の居場所や学びの機会が制限されることのないよう、民間フリー

スクール等の利用に対する助成制度について、所得制限や対象範囲を含めた制度設計を行い、

導入を検討すること。あわせて、モデル事業としての試行導入も視野に入れること。 

２ ＧＩＧＡスクール端末等の既存基盤を活用し、児童生徒の心身の変化を早期に把握する仕組

みについて検討すること。あわせて、ＡＩ等のデジタル技術を活用し、専門職による支援を補

完する形で、相談窓口の拡充及び情報提供の効率化等により、保護者に対する相談支援や情報

提供の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

（次頁に続く） 



 

３ 行政、学校、民間支援機関が連携し、支援が必要な家庭に対して早期にアプローチできる体

制の強化を図ること。特に、学校における欠席状況やアンケート結果等を基に、支援が必要と

考えられる家庭に対し、段階的に支援情報を提供する仕組み、保護者に対するＬＩＮＥ等の既

存ツールを活用した相談窓口や支援情報の定期的な配信及びフリースクールや相談機関などの

地域資源を一覧化し、適切な支援先へ円滑につなぐ仕組みを参考に、相談を待つ支援から届け

る支援への転換について、個人情報保護に十分配慮した上で、段階的な導入及び実証を含めて

検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


